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第２回国土審議会土地政策分科会特別部会 

平成２９年１０月２５日 

 

 

【企画課企画専門官】  お待たせいたしました。 

 定刻となりましたので、ただいまから第２回国土審議会土地政策分科会特別部会を開催

させていただきます。 

 委員の皆様方には、大変お忙しいところお集まりいただき、まことにありがとうござい

ます。 

 私、事務局を務めさせていただいております、国土交通省土地・建設産業局企画課の益

本でございます。しばらくの間、進行を務めさせていただきます。 

 まず、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。上から順に、座席表、議事次第、

資料１「委員名簿」から参考資料２「現行制度における所有者不明土地への対応について」

までご用意させていただいております。資料について不備等ございましたら、議事の途中

でも結構ですので、事務局にお申しつけいただければと存じます。 

 本日の会議の公開についてご説明させていただきます。本会議につきましては、冒頭の

みカメラ撮り可、会議は公開、議事録につきましては発言者を含めて公表ということとさ

せていただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

 ご発言いただく際には、目の前にございますマイクのスイッチをオンにしていただき、

ご発言の終了後はスイッチをオフにしていただけますようお願いいたします。 

 続きまして、第１回特別部会において、都合によりご欠席された委員のご紹介をさせて

いただきます。松尾弘委員でございます。 

【松尾委員】  松尾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【企画課企画専門官】  小山剛委員でございます。 

【小山委員】  小山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【企画課企画専門官】  中川雅之委員でございます。 

【中川委員】  中川です。よろしくお願いいたします。 

【企画課企画専門官】  中井部会長代理、増田委員、久元委員、弓指委員におかれまし

ては、本日、所用のためご欠席とのご連絡をいただいております。永沢委員、田辺委員に

つきましては、少し遅れてのご参加ということでご連絡をいただいております。また久元
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委員の代理といたしまして、神戸市より鳥居聡副市長にご出席をいただいております。 

【久元委員代理（鳥居副市長）】  鳥居でございます。よろしくお願いいたします。 

【企画課企画専門官】  本日は、特別部会の定足数を満たしておりますことを念のため

申し上げます。 

 それでは、これより議事に入りますので、カメラ撮りはここまでとさせていただきたい

と思います。 

（報道機関退室） 

【企画課企画専門官】  以降の議事進行につきましては、部会長にお願いしたいと存じ

ます。山野目部会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【山野目部会長】  議事に入ります。お手元に議事次第をお配りしております。そこに

ありますとおり、議事といたしまして、まず（１）「所有者不明土地に関する課題と対応に

ついて」、これについて一通り事務局から資料の説明を差し上げます。続きまして、資料へ

の質問も含めまして一括して、その後の（２）意見交換の時間を設けたいと考えておりま

す。そのようなことでありますから、まず議事の（１）「所有者不明土地に関する課題と対

応について」を議題といたします。資料の説明を事務局からお願いいたします。 

【企画課長】  土地・建設産業局企画課長の須藤でございます。私から、まず資料の２

と３について、第１回の特別部会での議論を振り返りながらご説明を差し上げたいと思い

ます。 

 まず資料２をごらんいただきたいと思います。資料２は９月１２日の第１回の特別部会

でご提示した資料でございます。所有者不明土地に関して、本特別部会でご議論いただく

課題設定についてご説明を申し上げました。左の下の白い箱にありますとおり、所有者不

明土地の発生を予防する仕組み、あるいは放棄された土地の管理責任の所在、あるいは土

地所有のあり方、こういった抜本的な検討を行う必要があるものにつきましては、中長期

的な課題として引き続き検討を進めていこうということでございます。 

 年内の中間取りまとめに向けては、この右側の薄い黄色の部分、それから緑の部分につ

いて議論を深めていこうというようなご説明を申し上げた次第です。 

 薄い黄色のところでは、所有者の探索、特に探索の範囲が負担となっていること、それ

から情報源に制約があること、これにつきまして、所有者の探索を円滑化する仕組みとし

て合理的な探索の範囲を検討していく。それから有益な所有者情報へのアクセス、こうい

ったものを探っていこうということを課題として設定したところです。 
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 それから右側のほうですが、探索の結果、所有者が不明である場合、上の薄い緑のとこ

ろですが、現行制度、収用の制度を活用して利用する、このときの手続が負担となってい

るケースが存在する。それから下の薄いブルーの部分ですけれども、現行の制度、収用の

制度の適用が困難なケースが存在しています。 

 下のところに行っていただいて、これらについて、探索の結果、所有者が不明な土地を

円滑に利用する仕組み、特に現行制度につきましては簡素化・円滑化していく。それから

現行制度の対象とならない、いわゆる公共的な事業への対応も検討していく。こういった

ことを課題としてご提示申し上げました。 

 これにつきまして、第１回でのご議論ですけれども、次の資料３をごらんになっていた

だきたいと思います。資料３の白丸ですけれども、第１回の特別部会での議論を少し振り

返りたいと思いますが、左側の白いところですけれども、所有者不明土地の発生を予防す

る仕組み、あるいは土地所有のあり方についてご意見をいただきました。真の所有者に関

する情報が常にわかるように登記制度の見直しの検討が必要だ。また、とはいっても当面

の登記の促進策としては、相続時に登記をするインセンティブが高まる、あるいはコスト

を減らす、こういった方策の検討も必要であろうと。登記の際の登録免許税の軽減、手続

費用の軽減措置、登記制度の活用促進に向けた検討が必要であるといったご意見もいただ

きました。また、そもそも立法事実が変わっている以上、土地基本法等の法律も社会に合

わせて変わっていくべきである。また、土地は一般の財とは異なる性格を持っている。し

たがって放棄したりすることはなかなかできない。土地所有者の責務を明らかにして、国

民に訴えていく必要があるだろう。土地の所有が負担になる場合における放棄ですとか、

あるいは寄附、こういったものの受け皿の検討も必要であろうといったようなご意見もい

ただいて、これも中長期的に検討していく必要があるだろうと考えております。 

 それから右側の薄い黄色の、所有者の探索を円滑化する仕組み、これについては上のほ

うの合理的な探索の範囲としては、現行制度の簡素化を検討することは重要であると。た

だし、どこまで探索すればよいか、基準を明確にする必要があるのではないか。それから、

制度をより使いやすくするため、公告制度の活用も検討すべきだ、こういったご意見をい

ただきました。 

 それから次に、有益な所有者情報へのアクセスというところでは、固定資産課税台帳の

情報を活用できるようにしてほしい。自治体の内部での活用、それから他の行政機関及び

民間への提供も検討すべきというご意見をいただきました。ただし、誰にどのような情報
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を提供するか、これは共通したルールが必要である。また、民間への情報提供も必要と考

えられるが、個人情報保護の観点から、どのような情報までのアクセスが許容されるかと

いったことを検討すべきというご意見をいただきました。 

 資料をめくっていただきまして、２ページでございますが、次に所有者不明土地を円滑

に利用する仕組みについてもご意見をいただきました。左側の濃い緑の総論部分でござい

ますが、国民からは、勝手に土地を使用されるということについて抵抗感もあるだろうと。

公共的な目的にかなうということを説明できるよう、明確な基準やプロセスの透明化が必

要である。情報発信をして、所有者不明土地の問題の重要性、あるいは対策の必要性をも

っと認識してもらうことも重要であると、こういったご意見をいただきました。 

 それから、その左側下のところですけれども、現行制度の収用制度の簡素化・円滑化に

つきましては、収用制度の阻害要因を追求して、使いやすくすることが重要であるといっ

たご意見をいただきました。 

 さらに、右側のほうの薄いブルーの部分ですけれども、現行制度の対象とならない公共

的事業への対応ということで、ＮＰＯ等の民間主体が公共的な目的で空き地を活用しよう

とする例もありますので、公共的事業に当たるかという点については、行政か民間かとい

う主体の別で見るのではなくて事業の性格で考えるべきだという意見をいただきました。

また、事業にも恒久的に使っていくようなものと、元に戻せるようなものがありますと。

土地の形質を変更しない、あるいは上物を撤去して原状回復できる、そういった場合には

現行制度より広い対応ができるのではないか。それから期間を限った使用ということも考

えられる。その場合にはおのずと原状回復可能な程度の設備投資なんかに限定されること

になるだろう。こういったようなご意見をいただいたところでございます。 

 以上、資料２と３について、第１回目のご議論を少し振り返ってご説明を申し上げまし

た。 

【山野目部会長】  資料の３のほうは、白丸のご意見のみ、ただいま紹介をいたしまし

た。前回の特別部会の会議で出されたご意見の要約でございます。そのほかに、資料３に

おいては黒丸の意見も記載してございますけれども、これは前回部会会議と本日との間に

おいて、ワーキングが開催されております。そこで出された主な意見でございます。これ

については、資料６までの事務局説明を差し上げた後で、またご紹介をするということに

いたします。 

 ひとまずは資料４の説明を差し上げます。担当者が変わります。法務省、お願いいたし
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ます。 

【法務省民事局参事官】  法務省民事局でございます。ただいま第１回の特別部会、そ

れからワーキンググループにおけるさまざまなご意見をご紹介されましたけれども、法務

省にかかわることも幾つかございました。ここでは資料４を用いまして、現在の法務省の

取り組みについて簡単にご紹介させていただきます。下側の「法務省における制度的取組」

という部分で、色を分けてあるとおり、５つの取り組みをしておりますけれども、特にこ

ちらの特別部会と関係すると考えられますのは、右上の「長期相続登記未了土地の解消」、

それから下の「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」であると考えられます

ので、かいつまんでご説明いたします。 

 まず、長期間相続登記が未了な土地、これをいかにして解消していくかということも重

要な課題になっておりますけれども、そのような土地について、自治体等のニーズを踏ま

えまして、法務局で、所有権の登記名義人に相続が発生しているかどうか、相続が発生し

ている場合には相続人となり得る者を調査し、その者に直接的な相続登記の促しをする。

そして、その調査結果を登記所に備えつけておいて、事業実施主体における土地の利活用

につなげる。そういう形で長期間相続登記未了土地を解消していくということで、これは

来年度から実施予定と書いておりますけれども、この所有者不明の土地の特別措置の一環

として、来年の通常国会の法案提出に向けて、我々も努力していきたいと考えております。 

 それから下のほうの登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会でございますけれ

ども、前回の中でもさまざまな登記制度の問題についてもご指摘をいただきましたし、ま

た所有権の放棄など民法のルールにかかわることのご議論もいただいております。法務省

といたしましては、こうした中長期的課題について、民事基本法制における論点、それか

ら考え方を整理するための学識経験者、実務家等を構成員とする研究会を立ち上げまして、

今月２日に第１回を開催いたしました。こちらのほうの研究会、座長の山野目先生にお願

いをしておりますし、松尾先生なども入っていただきまして、今まさに議論を始めたとい

うところでございます。いずれにいたしましても、この取り組みについては、法務省とし

ても非常に重要だと考えてございます。 

 それから１つ、申しおくれましたけれども、来年の通常国会に提出する法案に関し、指

定都市市長会のほうからもご提案をいただいておりますが、財産管理制度の申立権者につ

いて、現在、利害関係人と検察官とされておりますけれども、これについて市町村長等を

加えるということについてご要望をいただいております。所有者不明土地の管理に関して
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は、財産管理制度の活用が非常に重要だと考えておりますので、この特別部会でもご議論

をいただきながら、法案の提出に向けて準備をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【山野目部会長】  法務省はおかたい役所で、昔は資料を色刷りにするなどということ

は、ほんとうに一昔前は考えられなかったところでありますが、隔世の感がございまして、

５つの色で、それぞれカラーを与えて説明している施策が資料において示されており、同

省の意気込み、また意図するところを伝えているのではないかと感じます。１つ１つごら

んいただきたいと望みます。 

 資料５の説明を引き続いて、説明者が交代します。国土交通省からお願いいたします。 

【企画課長】  それでは、資料の５を説明します。資料の５と６についてワーキンググ

ループにたたき台を提示いたしまして、ご議論いただきましたので、資料５と６を、説明

者かわりますけれども説明して、その後に、資料５と６についてワーキンググループで出

た意見につきましては、また資料の３に戻ってご紹介をしたいと思います。 

 まず資料の５についてご説明をいたします。めくって資料１ページ目をごらんになって

いただきたいと思います。まず、特別の措置を講ずる所有者不明土地の対象について、１

ページ目でご説明を申し上げたいと思います。そもそも判明している所有者で、その土地

が利用されることに反対する者はいないのですが、不明者がいることによって、その土地

が利用されずに放置されているような土地、これを合理的なコストで利用できるようにす

べきではないかというのがそもそもの問題意識でございます。 

 そのような土地のイメージとしては、下のところのブルーのところで囲っていますけれ

ども、判明している所有者で利用されることに反対する者はいないと。ただし、一部に不

明者がいますので、その不明者の意思の確認ができない。利用されずに放置されている土

地であるため、その土地には価値があるような建築物は存在している場合は少ない。こう

いった土地について、合理的なコストで利用できるようにすべきと考えております。 

 仮に判明している所有者で反対者が存在している、あるいはその土地に家屋等の価値が

ある建築物が存在する場合は、下の左のほうですけれども、これはやはり慎重な検討・手

続が必要ですので、現行の収用制度等で対応することになるだろうということを考えてお

ります。 

 反対者がいない、それから価値のある建築物が存在しない、こういった場合は、その下

の右側ですけれども、２つのカテゴリーに分けて、道路事業あるいは河川事業などの強い
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公共性を持って、いわば恒久的に土地を利用する、こういったような事業については、争

いが生じる反対者がいないとか、あるいは上物の建築物がないという場合ですので、争い

が生じる可能性が低いといったことを踏まえて、現行の収用の手続の簡素化を検討するこ

ととしたいということを考えております。 

 それから、収用適格事業までの強い公共性はないのですが、一定の公共性がある事業に

ついて、これについては収用制度よりも所有権の制約が小さい利用形態を検討してはどう

かということを考えております。 

 ページをめくっていただいて２ページ目でございます。まず道路事業・河川事業などの

公共事業についてのご説明でございます。左に現行の収用制度、右側に手続等を簡素化し

た特別な措置の案を掲示しております。まず利用の形態については、これは両方共通する

のですが、所有者の意思にかかわらず所有権の取得が可能であって、恒久的な利用が可能

であります。現行制度においても、反対者の権利までを制約可能であって、不明者の権利

を制約して所有権を取得することが可能な制度でございます。 

 事業の性格については、これは土地を収用してまででも実現すべき強い公共性を持つ事

業が対象となっております。道路あるいは公共が設置する病院、広場など、こういったも

のが対象となります。現行制度におきましては、法律において、土地収用法において明確

に列挙されておりまして、事業認定によって公共性を担保しているようなものでございま

す。 

 その下の部分ですけれども、幾つかの部分について、対象となる土地あるいは手続につ

いて検討を加えたいと思っております。現行の収用制度では、対象となる土地については、

限定・制限はないのですけれども、対象となる土地については、先ほど申し上げたとおり

所有者不明土地において明示的な反対者がいない、それから現在利用されていないといっ

たような土地を対象としたいと思います。行おうとする事業やそれに伴う補償について、

明示的な反対者がいない。例えば利用されていないということで言えば、この右側の下の

上から２つ目の丸ですけれども、現に住宅ですとか、あるいは何らかの事業に利用されて

いない。したがって営業補償が発生しないといったようなこと。それから建築物が存在し

ない。これによって定型的な補償算定が困難となる場合はなかなかないと。こういったよ

うな土地を対象に、特別な措置を講じたいと考えております。 

 それから手続については、①から⑤までありますけれども、左側のほうをまずごらんに

なっていただきたいと思います。現行の収用制度におきましては、権利者保護の観点から、
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権利者の意見を聞く機会を設けた上で専門性を有する収用委員会、これが補償額等を慎重

に判断するといったようなことになっております。一方で、右側に記載しているとおり、

反対者がいない、あるいは補償の算定が容易であるといったことに着目して、手続を簡素

化できないかということを検討したいと思います。 

 まず①の所有者の調査・探索でございますけれども、左側に記載しているとおり、現行

制度では過失なく所有者を調査ということになっておりますが、これは現行制度も含めて、

今回、探索範囲を合理化したいと考えております。詳細は資料６で後ほどご説明します。

こういったことをした上で、所有者不明土地についても同様に、右側のほうですけれども、

合理的な手法によって所有者を調査していくということをしたいと思います。 

 その上で、②から④について、手続の簡素化・合理化をしたいと考えております。左側

のほうでは、現行の制度では、収用委員会に裁決を申請するということになっております

けれども、補償額に関する争いが起きる可能性が低い土地であるということであれば、専

門の機関による判断は必要ないのではないかということで、右側のほうでは都道府県知事

に裁定を申請するというようにしたいと考えています。 

 それから左側ですけれども、審理手続は、現行制度では、公開の場で、裁決申請や損失

補償について意見がある者等が意見を述べるということになっております。しかし反対意

見が出る可能性がないのであれば審理手続は不要ではないかといった観点で、この審理手

続を省略したいと考えております。これが③でございます。 

 それから④のところですけれども、現行では、収用委員会による権利取得裁決あるいは

明渡裁決ということが行われることになっておりますけれども、簡易に補償額が算定でき

るのであれば、権利取得裁決と明渡裁決を一括で行ってもよいのではないかということで、

都道府県知事による裁定の一本化、こういったように簡潔にしたいと考えております。 

 ⑤番の補償金を供託して利用を開始するという点では共通でございます。 

 以上、①にあるような、これは共通ですけれども、探索範囲を合理化した上で、②から

④について、一定の手続を簡素化・合理化したいというのが道路事業、河川事業などの公

共事業についての対応の方針でございます。 

 次に、もう１ページめくっていただいて３ページ目ですけれども、収用制度の対象とな

らない公共的な事業について、新たな仕組みを構築したいと考えております。まずは利用

の形態について、収用制度とは異なって不明者の権利を制約する可能性が低く、また不明

者が権利を行使しようとした場合にも配慮した利用の形態、こういったものを講じること
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を考えられないかということでございます。不明者があらわれる可能性が低い土地、こう

いった土地について、５年間など一定期間の利用権を設定してはどうかということを考え

ております。その上で、仮に所有者があらわれて、明け渡しを求めた場合には、その期間

の終了後に原状回復をして明け渡すことを原則とする。ただし、異議がない場合は、引き

続き手続を経て更新可能とするというような仕組みを考えたらどうかと思っております。

ただし、この際には、その下に括弧で書いてありますとおり、原状回復が確実になされる

ような措置も検討する必要もあるだろう。あるいは最初に利用権を設定してから、更新を

積み重ねていくと、事業が長期間に及ぶ場合が考えられます。この場合には、更に特別な

措置、例えば民法上の時効取得の特例みたいなもの、あるいは利用方法の拡大、こういっ

たものを講ずることを、実際の運用状況を踏まえながらではありますけれども、中長期的

には検討していく必要があるのではないか、このような問題意識も持っております。 

 それから事業の性格についてですが、不明者の権利を制約する可能性があることを踏ま

えますと、一定の公共性を持つ事業であることが必要であろうと考えております。一方で、

事業に公共性があるのであれば、主体の限定は不要ではないかということで、一例に挙げ

ておりますのは、民間が設置する公園、緑地、広場、こういったものも対象になるのでは

ないかと考えております。 

 下に３つ丸を挙げて例を掲げておりますけれども、これについてはページをめくってい

ただいて、４ページ目に具体の例を挙げておりますので、こちらを見ていただきたいと思

います。４ページ目を見ていただきたいと思いますが、対象となる公共的事業のイメージ

ということで、１つは現在、収用制度の対象外となっているもの。土地収用法に列挙され

ているのですが、事業主体が公共に限定されている。こういった事業について、事業主体

を民間等に拡大してはどうかということで、公園、緑地、広場等、右側のほうに写真を載

せておりますとおり、ポケットパーク、イベントスペース、あるいは防災空地なんかが考

えられるかと思います。 

 それからその下ですけれども、収用制度の対象ではありませんが、一定の公共性が認め

られる事業として、例えば周辺で不足している施設であれば、地域の福祉や利便に資する

ということで、公共性を認められるものがあるのではないか。一定の購買施設、あるいは

文化教養施設、こういったもののために土地を利用するということが考えられるというこ

とを想定しております。 

 それからその下ですけれども、収用適格事業であっても、一定期間で原状回復可能なも
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のについては、当然、対象となってくるだろうということで、保育園あるいは幼稚園など

の建て替えに伴うような仮設の園舎、これに限りませんけれども、公共施設の老朽化に伴

う建て替え、こういったときに近隣の土地を使えるのではないか。あるいは工事用の仮設

道路、これも一定期間だけ使うということであれば、この新しい仕組みを用いて活用する

ことができるのではないかということで、主にこういったような３つの類型をイメージと

して思い描いているところであります。 

 資料３ページ目に戻っていただきたいと思います。今申し上げましたのが対象の事業と

なるもの、事業の性格についてです。 

 それから３ページ目の右側ですけれども、対象となる土地については、先ほど説明しま

した収用制度の簡素化の場合と同様に、明示的な反対者がいない、それから現在、利用さ

れていない土地を対象とするということで、当然行おうとする事業とか、それに伴う補償

について明示的な反対者がいない、それから現に住宅ですとか何らかの事業に利用されて

いない、こういった部分については先ほどと同じような考え方でございます。 

 また手続については、収用適格事業との公共性の差を踏まえて、合理的な範囲の対策で

不明者があらわれる可能性を可能な限り低くすべきではないかということで、地域の状況

を把握する市町村の意見を聞きながら、公共性の認定、あるいは補償金の算定のノウハウ

を持つ都道府県が裁定を行うことが合理的であろうと考えております。合理的な手法によ

って所有者を調査した上で、一定期間の公告、こういったものを経た上で、事業主体が都

道府県知事に事業の申請を行う。都道府県知事が市町村長の意見を聞きながら、裁定を行

って利用権を設定する。その上で賃料相当の補償金を供託して利用を開始していくと。こ

ういったような制度の仕組みが考えられないかということでございます。 

 資料５の説明については以上です。 

【山野目部会長】  説明を差し上げました資料５の中で、とりわけ２ページの土地収用

の手続との関係では、資料６に基づいて、さらなる説明を差し上げることが適当であると

考えられます。担当者が国土交通省の中でかわりますが、資料６の説明をお願いいたしま

す。 

【土地収用管理室長】  それでは、説明者かわりまして、総合政策局よりご説明申し上

げます。資料６、所有者探索の円滑化の方向性について、１ページ目をお開きください。

不明者がいる場合の用地取得の流れということで、若干の事実関係を書かせていただいて

ございます。左上から始まりまして、まずはいきなり収用ということは通常なくて、用地
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取得業務の開始ということで、契約の相手方を探す必要が生じますので、契約の相手方を

探すために、赤枠で囲っております権利者調査・交渉、このようなことを行ってございま

す。基本的なところは登記の記録ですとか、戸籍、住民票、必要に応じて官公署ですとか

親族等への聞き取り、このようなことを行って、相手方を探索していくということを行っ

てございます。 

 このようなことを行いましても、一定の場合には相手方がわからない、いわゆる不明で

あるということが生じますので、そのような場合、民法にあります不在者財産管理人制度

の利用というのもありますが、一般的に収用に移行する場合も多くございます。収用に移

行する場合でございますが、収用手続の移行ということで、ここから土地収用法に定める

事業認定ですとか、収用委員会の裁決申請、そして最終的には、所有者が不明であり不明

裁決という形になるわけでございますが、不明者がいる場合に、下のほうの赤枠でござい

ますが、不明者がいる場合には、今までやってきた権利者の調査、どういった調査をして

きたかというようなことを説明する書類というのを添付していただいてございます。事実

関係としてこのような流れで最終的に不明裁決に至るというものでございます。右側は目

安としてこのような期間がかかっているというものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、それでは、その不明裁決に係る権利者調査の簡素化が今

後検討できるのではないかというところの問題提起でございます。一番上の青枠内は、基

本的な流れでございまして、公簿による調査を行った後、必要に応じて聞き取り調査を行

うというものでございます。 

 まず１番目、公簿による調査、登記記録、戸籍、住民票等、官公署への照会というとこ

ろでございますが、①番、この登記ですとかそういうものについては、権利者の特定につ

ながる客観性の高い資料でございますので、引き続き、確実に実施すべきであろうという

ことでございます。②番でございますが、他方で、これら以外にも有力な情報源というの

はございまして、例えば固定資産課税台帳ですとか地籍調査の情報、このような現在はア

クセスできないような情報に対して、個人情報保護という観点にも配慮しながら、一定の

場合にはアクセス可能とすることが有効ではないかということの問題提起でございます。 

 下の段、公簿による調査を行った後に行っている聞き取り調査のところでございますが、

一般的には親族に行う場合が多いのでございますが、中には付近の住民、近隣住民ですと

か地元に精通している有力者みたいな方に補充的に聞き取りを行っていることがございま

す。それで③についてですが、あくまでも所有者の特定につなげるため、公簿による調査
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につなげる端緒情報を得るために行っているものでございまして、地域・社会環境が昔の

時代とは変化していることや、あるいは聞き取りに当たって誰々さんを知りませんかとい

うような話で、若干個人情報保護という観点からもいかがなものかという問題もあります

ので、その辺りを踏まえながら、今やっていることをもう少し合理化するということも考

え得るのではないかという問題提起でございます。聞き取り調査の実態ということで、親

族と地元精通者等に分けさせていただいておりますが、実態として、親族に聞き取りする

場合、例えば権利者の１人が所在不明であったりした場合、その親兄弟等に聞けば通常、

所在を得られることも多いという結果がございますし、反対に、単に隣に住んでいる人等

に聞いてもわかりませんと、わからないことがわかったということがほとんどでございま

すので、このような実態を踏まえて合理化というのは考え得るのかなということでござい

ます。 

 １枚おめくりいただきまして３ページでございます。これは主に公簿の調査、標準的な

こと、どのようなことをやっていって、どういう課題があるかというところをまとめさせ

ていただいております。上の標準的な探索における所有者情報源、いろいろ書いてござい

ますが、登記、住民票、戸籍、このようなものを基本的には調査をしているということで、

右のほうに行きますと、国・地方公共団体の場合は、基本的には全てにアクセスできます

し、一般の第三者であっても、住民票ですとか戸籍、一定の場合にはアクセスできるとい

うものでございます。 

 他方、下の標準的手法によって所有者を探索し得ない場合の追加的な所有者情報源とい

うことで、固定資産課税台帳ですとか地籍調査票、あるいは電力、水道、ガスなどのイン

フラ事業者が保有する情報、このようなものも所有者の情報源として有益ではないかと考

えているところでございます。他方、赤枠の中でございますが、やはりこういった情報に

現在フリーにアクセスすることは当然できないわけでございまして、国の場合であれ、一

般第三者の場合であれ、限られた場合のみ使えるというのが現状でございます。この辺り

をもう少し使えるようにしてはどうかということを考えてございます。 

 最後、４ページ目、おめくりください。これは現場の聞き取り調査で多くの労力を要し

た事例ということで、必ずしも全てがこのようになっているわけではございませんが、若

干トピック的な事例として２つ挙げさせていただいてございます。左側は遠隔地へ訪問し

た例ということで、北海道開発局の事業でございますが、登記記録や戸籍、住民票等の公

簿調査を実施したのですが、所在不明の者が１名いたということで、この探索のために電
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話や郵送、この辺りは基本的に全ての地権者さんに対してやるので、このためにやったと

いうわけではないのですが、ここで顕著なのが２つ目の丸でございまして、北海道の事務

所から中部地方、ここが住民票の最終住所地でございましたので、そこまで訪問いたしま

して、アパートの管理会社ですとか周辺住民に聞き取りを行ったと。結果的には奏功せず

に、最終的には不明裁決に至っているという事例でございます。 

 右側も同じような事例でございまして、若干距離的には近いのですが、和歌山にある事

務所から大阪市内の方、不明者のところに訪問を重ねてございます。住民票の最終住所地

でしたので、１９回訪問しまして、その中でアパートの貸主等にも聞き取りを行いました

が、結局、効果はなかったという事例でございます。 

 このようなことを踏まえまして、先ほど２ページでご説明申し上げましたような見直し

の方向性というのがあり得るのではないかということを考えてございます。 

 以上でございます。 

【山野目部会長】  あと１つ、資料について事務局から説明を差し上げた後で、委員の

皆様方から、本日は資料５を中心に、そしてそれに付随して、ただいま資料６で説明を差

し上げた事柄について意見を承った上で中間取りまとめにつなげていきたいと考えており

ます。 

 本日の会議に至りますまでの間、大体、今ご提示申し上げている資料５及び資料６と同

じようなたてつけのものを１０月６日に開催されたこの部会のワーキンググループに提出

いたしまして、そこで一度意見交換をお願いしているところでございます。そこでの論議

の成果をここで確認しておく必要がございます。これは資料３に基づいて、事務局から説

明をお願いいたします。 

【企画課長】  それでは、資料３に戻っていただきまして、ただいまご説明しました資

料５と６について、そのたたき台をワーキンググループで提示してご意見をいただいてお

りますので紹介したいと思います。資料３の１ページの右側です。所有者の探索を円滑化

する仕組みの合理的な探索の範囲として、黒丸のところですけれども、前時代的な聞き取

り調査、つまりは周辺の古老ですとか、周辺の事情の精通している方々へのそういったよ

うな聞き取り、前時代的な聞き取り調査から有益な所有者情報の取得に注力し、その上で

所有者の探索の方法を現代化、あるいは合理化するという方向性に転換することが重要で

はないかといったようなご意見をいただいております。また、探索コストが上がっている

ような現状におきましては、探索範囲を一定に限っていくような仕組みをつくっていくこ
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とが必要だろうという指摘をいただいております。 

 その次に下のほうですけれども、有益な所有者情報へのアクセスという点につきまして

は、下の２つ、黒丸のところですが、ご意見をいただいております。法律に情報提供の根

拠規定、これをきちんと置くことによって、公務員法上の守秘義務ですとか、あるいは個

人情報保護法制による制限、こういったものを解除して、有益な情報の利用を可能とする

ような仕組みを検討すべきだと。それから、民間に情報を提供する場合には、国や地方公

共団体とは異なった個人情報保護上の枠組みが必要ではないか、このようなご意見をいた

だいております。 

 ページをめくっていただいて、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みについてでござ

います。左側の総論ですけれども、対抗要件をきちんと備える努力をしなかった、こうい

ったような、自分の所有権等を主張してこなかったのであれば、所在不明者については権

利保護の度合いを緩めてもよいのではないか。それから、明示的な反対者がごく一部の共

有持ち分しか持っていない場合、こういった場合への対応としては、民法では共有持ち分

の過半数の同意があれば一定の利用権設定できる、こういう原則がありますけれども、こ

れについて合理的な探索を行った上で知ることができない、そういった人については、過

半数などを計算する基礎から除外していくことも検討していくことが必要ではないか。こ

ういったご意見をいただいております。それから、現行の収用制度の簡素化、それから公

共的事業へ対応するための新たな制度の方向性の検討と、所有者探索の義務をどの程度と

するかは深く関連するため、一体的な検討が必要、つまり資料５と６でご説明したことに

ついて、一体的な検討が必要ではないかといったようなご意見をいただいています。それ

から、権利を奪い、強い公共性が求められる収用については私権との調整が行いやすい場

合を検討する。それから公共的事業については権利制限の程度が弱い場合を検討する。こ

ういったような切り分けが合理的であろうといったご意見もいただいております。 

 それから右側のほうの薄いブルーの部分ですけれども、現行制度の対象とならない公共

的事業への対応ということで、黒い丸４つほどご意見いただいております。所有者の立場

から見ますと、補償に当たっては利用後にその土地の価値がどう変化するか、こういった

ことも考慮していくことが必要ではないかということ。補償に当たっての考慮事項を指摘

いただいております。それから、新たな制度の対象となる公共的事業について、収用適格

事業に加えてどのような事業まで対象としていくのか。さまざまな性格のものが考えられ

るため、きちんと精査しながら検討していくことが必要だろう。それから、都道府県知事
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が裁定をするに当たっては、市町村長の意見を聞くということだけではなくて、第三者機

関への意見聴取手続を設ける必要はないのか。これについても検討を加える必要があるだ

ろうというご指摘をいただいております。それから、設定しようとする利用権、これにつ

きまして、第三者から妨害を受けたときにどのような権利保護を要求できるか。こういっ

た設定後の利用権の効果についても検討をしておく必要があるだろう。 

 今申し上げたようなところをワーキンググループにおいてご意見として、あるいはご指

摘としていただいております。以上です。 

【山野目部会長】  資料１から６までについて説明を差し上げました。ここまで議題の

（１）の資料説明を差し上げたことになります。 

 続きまして、議事の（２）といたしまして、意見交換に進むということにいたします。

ここからは委員の皆様方からご意見を承りたいと存じます。説明を差し上げた資料に対す

る質問でもよろしくございます。資料５及び資料６を中心に、委員の皆様方からの活発な

ご意見を承りたいと考えております。それでは委員の皆様方から、どうぞご随意にご発言

をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 中川委員、お願いします。 

【中川委員】  基本的に所有者不明土地については、ご自身で自分の所有権をきちんと

ご主張しなかったという部分で探索コストが上がっているというような事態を招いている

わけですので、私はこの制度はできるだけ使いやすいようにしたほうがいいのかなと思っ

ています。そういう意味で３点ほど申し上げたいのですけれども、資料５の特別措置を講

じる所有者不明土地のイメージというところで、所有者、判明している所有者で利用され

ていることに反対する者はいないけれども、不明者の意思確認ができないと。これはその

とおり、非常にわかりやすい基準だと思いますが、利用されずに放置されている土地であ

るため、価値がある建築物が存在する場合が少ないという、この価値がある建築物が存在

する場合が少ないということの基準が、なかなか客観的に設定し得ないがゆえに使いにく

いというか、すごく制度を使うことにヘジテイトするような場合がないだろうか、という

ことを少し心配しています。ご説明を伺っていると、建築物が存在して定型的な補償算定

が困難というような事態を避けるということであれば、基本的に補償の客観性といいます

か、何か技術的な問題を避けるためにこういうことをやっているのだとすると、供託する

補償額とかそういうものについて、後で調整ができるような仕組みがあれば、ここの部分

というのはそれなりに緩めることができるのではないかなと。何を申し上げたいかという
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と、価値がある建築物が存在するかしないかということについて判断できないために、何

かぼろぼろなものがあっても制度が使えないというような事態となり、制度が使われない

ということよりは、それなりに制度を使いやすいものにして、後で技術的に解決するとい

うことができないだろうか、ということが１点目でございます。これは収用制度の特別措

置についてです。 

 ２点目としまして、利用権を設定する制度のほうですが、これについても基本的には、

一時的なものでそれなりに補償を供託するというような措置を講じているわけでありまし

て、やはり、公共性が求められるというところについて、ほんとうに公共的なものかどう

かというものの基準というのは非常に曖昧なものにならざるを得ないのかなと思います。

そのときに何かまったく使いにくいというような、例えば中心市街地で空き店舗があるよ

うなところに何かお店をやりますとか、そういったようなものについても、おそらく放っ

ておかれているよりは社会にとって良いことだと思いますので、公共性の判断基準みたい

なものについても、できるだけ使いやすいものにしたほうがいいのかなと感じます。 

 それから、３点目ですけれども、情報探索のところでご説明いただいた、北海道から中

部に行きましたとか、１９回住民票の住所地に行きましたとか、こういうものは、制度の

話というよりも、どれだけ一生懸命探索したかということについての運用基準が、その現

場に任されていて曖昧なためにこういうことになっているような気がします。そのときに

資料６の２ページのような措置を講じることによって、こういうことが解決できるものな

のかというのは、私にはわからなかったので、２ページに書かれているような措置は、多

分、必要なのだろうと思いますけれども、できれば４ページのような、私は不必要だと思

いますが、こういったものを排除するような、より客観的な基準をつくっていくというこ

とのほうが、重要な気がいたしました。 

 以上３点です。 

【山野目部会長】  ありがとうございました。 

 引き続き委員の皆様方からのご意見を承ります。いかがでしょうか。 

 田辺委員、お願いします。 

【田辺委員】  商工会議所の田辺でございます。まず資料５の所有者不明の場合の特別

措置案について申し上げたいと思います。まず事業の性格についてですが、収用適格事業

の実施主体を民間に拡大するに当たって、福祉・利便のような社会的便益のみならず、経

済的合理性が求められることを明記すべきではないでしょうか。そして経済的合理性のあ
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る事業であれば、積極的に民間活用をする方向を打ち出すべきではないかと思います。ま

た対象となる土地についてでありますが、明示的な反対者がいない土地ということでいえ

ば、例えば一定期間の公告によって制度的に担保することが必要ではないでしょうか。さ

らに、利用されていない土地として建築物が存在し得ないケースが例示されておりますけ

れども、空き家・空き店舗など、上物の建築物が存在する態様も検討が必要ではないかと

考えております。 

 そこで、土地収用法の実施主体の拡大について、山口県の宇部市で行っていることにつ

いて少し申し上げたいと思います。宇部市では、商工会議所と市が共同出資でまちづくり

会社を設立しておりまして、中心市街地の空き地を市民交流スペースなどに再生をしてお

ります。まさに民間が公共的事業を担っている取り組みであると思います。人口減少や高

齢化、自治体の財政の制約などのもとでは、民間の発想をまちづくりのような公共的事業

に取り込んで、先々の収益を見据えた自立的・継続的な取り組みを進めることが不可欠で

あろうと思います。今、全国の各都市において地方創生の基盤となる、まちづくり、コン

パクトシティーの取り組みが懸命に行われておりますので、今後、別紙のような取り組み

が更に増えていくと考えておりまして、例として申し上げたわけであります。 

 繰り返しになりますけれども、資料５の４ページに示されているような、土地収用法の

適用を公共的事業を実施する民間事業者に拡大することは賛成であり、必要なことだと考

えております。 

 それから資料にはありませんが、２つほど申し上げたいと思います。地方自治体におけ

る対策条例策定の促進ということで、兵庫県の小野市は、国が空き家対策特別措置法を平

成２７年度に施行しておりますけれども、これに先立って平成２４年に、小野市空き家等

の適正管理に関する条例というものを設定した結果、市内の倒壊のおそれのある５５戸の

うち１８戸が自主的に解体されたという実例があります。同市は行政代執行も辞さない覚

悟を持ってまちづくりを進めている、こうした自治体の動きを支援していくべきではない

かと考えます。 

 また土地収用という名称について、土地収用というと、何か一般的に公権力による私有

財産の没収というネガティブなイメージが強い印象がありますので、一般的なネーミング

についても検討をしていったらどうかと考えております。 

 私は八王子でありますので、この間、八王子の行政ともヒアリングをしてみました。現

在、八王子の場合におきましては、いろいろなことをやっていく上で特別にこの所有者不
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明土地が問題になっているという例が、この近年においてはないということでありました

が、一生懸命、現在、地籍調査そのものを進めているわけですが、予算の関係で考えます

と、年数がかかり過ぎるという考え方をベースにして、現状で問題があるようなところを

優先しながら、この地籍調査を進めているというのが実態だとお聞きしております。民間

からの話を少しお聞きしておりましても、要は「今まで」というのと「これから」という、

この２つに大きく分けて考えて作業をしていただいたらどうかというふうなご意見も頂戴

をしております。言うなれば今までのことについては収用法等を拡大するということ、そ

の受け皿をどうするのかというようなこと、これらをしっかり考えてみる必要があるので

はないか、今後ということについては、やはり登記の義務化というもの、これはインセン

ティブというようなものを前回も申し上げましたけれども、併せてディスインセンティブ

というようなものについてもしっかりと考えていってほしいというふうな意見がございま

した。 

 最後に私自身のことで１つ申し上げれば、やはり死亡の届を受け付ける最初のところは

基礎自治体でありますので、もう少し基礎自治体が所有者不明ということの問題の大きさ

を行政内部でもっとしっかり把握をするべきではないかと感じたことが１点と、もう一つ

は基礎自治体と国の出先機関である、例えば法務局と、あるいは税務署等との関連といい

ますか、情報交換というか、これが大変必要なことであろうと思いますし、きちんとした

形で進めているものであれば、民間の私といわれる人たちが調査をするに当たって、もう

少し適切な情報開示というようなものがもっと積極的に行われるべきではなかろうかと考

えております。 

 長くなりましたけれども、よろしくお願いします。 

【山野目部会長】  田辺委員から種々のご指摘をいただいたところを、いずれも今後の

参考にしてまいります。差し当たって２点、田辺委員に引き続きお知恵をいただきながら

検討していきたいと感じたことを申し上げますと、最初のほうでおっしゃった、土地の使

用を開始することができる局面の要件として、福祉などの社会的公共性のみならず経済的

合理性がある場合も考えてほしいというお話は、ご発言の趣旨は、社会的公共性があり、

かつ経済的合理性があるという「かつ」ではなくて、社会的公共性がある場合のほか、経

済的合理性がある場合もという意味ですよね。 

【田辺委員】  はい。 

【山野目部会長】  そうですね。そういうご指摘であろうというふうに承りました。そ
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れで今回、資料５の３ページ、４ページでご提案申し上げている、この利用を開始するこ

とができる制度というものは、ひとまずのカレンダーとしては、なるべく早く内閣提出の

法律案に盛り込む一般的な制度として問題提起をしていこうということが想定されている

と理解しておりますけれども、そのような制度が一旦できれば、それを前提にさらに中心

市街地活性化などについて、既に存在している法制の中で、それをどういうふうに応用・

発展させていくかといったような個別の発展の契機も、また引き続き期待することができ

るものであろうと考えます。田辺委員がおっしゃった宇部市の事例などを意識した問題に

対する取り組みというのも、１本の法律案ですぐ行くかどうかはわかりませんけれども、

引き続き見守っていただきたいと望みます。これが１点目です。 

 それからもう１点は、なるほど収用という言葉は何とかなりませんかということは、す

ぐにはこれという良いアイデアは浮かびませんけれども、委員の皆様方全員に考えていた

だきたいことでありまして、と申しますのは、資料５の利用の制度に加え、資料５の２ペ

ージ、それから資料６でご説明申し上げているように、不明裁決の制度を合理化・弾力化

していくというようなことが今回おそらく実現していくことができると予想しますが、仮

にそれをしたとしても、例えば東北の被災地の現状などを見ますと、市町村の職員の皆さ

ん方は、いや、あの収用だけは絶対、地元の住民と向き合っている私たちの立場からいう

と、それをたやすくするということは控えたいということをおっしゃるのですね。何か腫

れ物にさわるように収用は、という、そこはもう何か法律とか制度の問題ではなくて意識

の問題があって、ここと何とか向き合っていかなければいけませんが、その際に考えてい

かなければならないことの１つとして、このタームですね、収用という言葉がどうなのだ

ということは、確かにそのとおりですから、田辺委員も何か言葉があったらご提供いただ

きたいですし、皆様方からも折に触れヒントをいただきたいと望みます。 

 引き続き委員の皆様方からのご意見を伺います。いかがでしょうか。 

 三原委員、お願いします。 

【三原委員】  三原でございます。発言の機会を与えていただきありがとうございます。

いくつか質問も含めまして、配布された資料５の２ページと３ページ目を中心に発言させ

ていただきたいと思います。 

 まず第１点は、資料５の２ページ目の上から２つ目の緑の横ラインにある「事業の性格

について」に関する質問となります。現行土地収用法第３条にて、事業認定しうる事業が

列挙されており、事業認定を行うことにより「公共の利益」を担保する制度となっており
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ます。資料５の２ページ目の右側の新しい「所有者不明の特別措置」の場合、現行土地収

用法の収用に係る事業認定を前提としているのか否かについてご教示をお願いします。資

料では、「事業の性格について」が横ラインになっているということで、おそらくは現行法

にも新法にも両方に適用があるという趣旨かもしれませんが、お教えください。なお、ご

承知のとおりでございますけれども、事業認定は手続的にも非常に時間がかかりますし、

申請をした後、事業認定の要件を欠かないかを、公聴会、利害関係人の意見書提出、社会

資本整備審議会等の意見の聴取、事業認定の告示、図面の閲覧など、さまざまな手続で検

証するわけでございますので、この事業認定をした上で、この２ページ目の右側の「手続

について」と書いてあるかぎ括弧の下の①から⑤を行うのか、事業認定において何らかの

手当てをされるのかがよくわからなかったという、これは質問でございます。 

 次に、資料５の２ページ目の右に「手続きを簡素化できないか」とある、その③の「審

理手続を省略する」という点への質問でございます。ご説明のとおり、古老に聞くこと等

がガイドラインで要請されるなど、「過失なくして」という法令上の要件が負担といわれて

います。ちょっと脱線しますが、過失が「ない」という、ないことを証明するというのは

非常に難しいわけでございますから、ないことの証明は法律学では「悪魔の証明」と言わ

れております。そこで、言うまでもなく、土地収用の手続では、過失が「ない」というた

め、ガイドライン等も含めてさまざまな手続があるわけでございますが、やはり手続はし

っかり厳格にしていただきたいという手続の厳格性の要請と、経験則上、おそらく無意味

であり、あるいは徒労に終わるであろうという手続をある程度縮小できないかという簡素

化の要請は、おそらく両立する、つまり、厳密にはこの２つは違う話である可能性があり

ます。しかし、それを「省略」という言葉におまとめになられますと、厳格にしないでい

くつか「はしょって」しまうのか、それとも手続は厳格にしながら無意味な手続だけはや

めていくということなのか、この方向感が定まらないおそれがあります。従いまして、簡

素化と省略という２つは以上のような異なる意味を持ちうる言葉ですので、定義として厳

密に理解したいということでございます。具体的に申しますと、例えば古老への聞き取り

調査をやめるという方向性は、近隣に「古老」といわれる方がいないという、現代のコミ

ュニティーの崩壊という社会現象がございますので、噂に近いようなものを集めてくださ

いといっても経験則上無意味かもしれません。調査は科学的にやるべきであって科学的と

は、客観的な資料に基づくものを厳格にやっていただくことが良いという考えです。おそ

らく資料６の２ページ目にあるⅠとⅡのところで、ⅠはやってⅡはやめるということであ
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ろうというふうに理解し、ご信頼申し上げたいと思うところでございます。 

 次に参りまして、新制度でも事業認定が前提である場合には、ご承知のとおり現行土地

収用法の２０条１項４号にて、「公益上の必要」という要件を満たす必要があります。これ

に比して、資料５の２ページには「公共事業」という言葉、資料５の３ページには「公共

的事業」という表現があります。先ほどのとおり、新制度でも土地収用法の事業認定を前

提とすると、公益という、要するに訓読みしますと「公に益する」ということは前提にな

っているのでしょうか、ということが、当たり前かもしれませんが、質問です。それとも

今回は、公共、訓読みしますと「公にともにする」ということ、または公共的であれば、

「公にともにする的な事業」ということで、公益、公共及び公共的という３つの用語があ

りますので、定義は厳密にしていただきたいと思う次第です。また、大前提として公益と

いう２０条１項４号の適用があるのかどうかが分かりませんでしたが、「公益」の規定の適

用はあるのではないかと推測しています。 

 それから手続を簡素化することの半面として救済制度を如何に構築するかという論点が

ありえます。例えば現行土地収用法におきましても、救済制度が用意されてございまして、

例えば事業認定庁の判断につき、裁量権の逸脱あるいは濫用が仮にあったという場合には、

裁判所が事業認定を取り消すという救済措置があるわけですけれども、今回、手続を省略

するとして、事後的救済はどう整理されるのでしょうか、というのが質問です。例えば、

事後的救済の申立期間は非常に短いものですが、反対する人がいる前提で作られた制度で

すので、反対者があれば申立てをして救済手続が進みますが、所有者が不明な本件での場

合には、もともと収用に反対する人がいないので、現行の反対者が存在する場合の救済申

立と同じ期間で行っていいのかという論点があります。あるいは、そもそも新制度では、

裁判所における救済制度というものがあまり考えられていないのでしょうか。手続を簡素

化するのであれば、逆に救済についてはしっかり手厚くしていただくということも含めて

お考えいただけるのかどうか、ということについても申し上げたいと思います。 

 それから今度は資料５の２ページ目の④でございまして、これは都道府県知事による裁

定に一本化するというご提案でございます。これが一概に悪いというわけではないのです

が、例えば事業主体が都道府県知事である場合に、ご自分で申請された事業についての裁

定をご自分でするべきか、という論点があります。例えば現行土地収用法ですと、２７条

で都道府県知事が事業認定を拒否したような場合については、それと異なる行政主体であ

る国土交通大臣が処分を行う機関とされています。これは、いわゆるコンフリクト問題の
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処理のためです。ご自分が事業主体の場合と、例えば市区町村が事業主体の場合と、それ

以外の場合とで、全部、都道府県知事の裁定に一本化していいのかということについて、

どういう整理をすればそうなるのかわからなかったということでございます。別の言い方

をしますと、手続を簡素化するということと行政処分の主体が収用委員会でなくなるとい

うことの間に、何か多少ギャップがあるのかないのか分からなかったということです。今

までは収用委員会という独立の委員会でございますが、今回は手続の③は、簡素化のほか

に都道府県知事の裁定に一本化するという行政処分の主体の変更のご提案がありますので、

それはコストの問題なのか、時間的な問題なのか、手続が収用委員会だと負担になるのか、

そこはよくわからなかったというか、③と④はちょっと違う問題ではないかと思った次第

でございます。 

 それから、資料５の３ページ目に行きまして、左側の「事業の性格について」というと

ころで、「一方」と書いてあるところで、事業に公共性があれば主体の限定は不要ではない

かというご提案と理解しました。その際、まず公共性の定義をしっかりするということな

のか、それとも主体の方は限定するのかいずれでしょうか。と申しますのは、両方ともが、

曖昧になりますと、非常にこの手続の限界線がはっきりしないことになりますので、いず

れかは必ずきっちりとした枠組みを厳密に決める必要があると思うところです。そこで今

のご提案をみますと、おそらく主体の限定を外した上で、事業性、あるいは公共性をしっ

かりするというご提案かと思いました。それはそれで１つのやり方かと思います。次に、

事業の主体を限定しない以上は、民間も入りますから、倒産の可能性もありまして、要す

るに事業の継続ができないおそれがあることになります。例えば土地収用法２０条の２号

では、起業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有することという規定があります

ように事業者の要件を拡大するといった場合には、遂行能力と、それから場合によっては

保全措置、具体的には、特に途中で倒産した場合に、半分つくって、コンクリートの山み

たいなものができ上がって残ってしまうと困るので原状回復の費用の保全措置をお考えな

のか、例えばそういったことがあるのかをお聞きしたいと思います。おそらく、新制度で

は、固定的な構築物はつくらないから大丈夫だ、との整理なのかもしれませんけれども、

事業が完遂できなかった場合のリスクのとり方を、主体が地方公共団体等である場合に比

べて、どういうふうに設定するのか、お考えをいただきたいなと思います。 

 それから公共性・公益性の関連でいきますと、営利性があったら公共性がないのかとい

うと、営利性と公共性の２つは両立するであろうと思っています。なぜかというと、事業
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として存続するためには、ある程度の収益が上がらないとできないという意味では、営利

性があったらだめだということはないと思うのですが、例えば、参考資料１の１２ページ

にある活用例①にありましたとおり、北海道帯広だと記憶しますが、飲食店の事例紹介が

あったと思います。例えば、飲食店はどこまでいけば公共的なのかの定義を頂きたいと思

います。別の例にあった保育園の建てかえ事業の事例の場合、少子高齢化の見地でよく理

解できます。しかし、飲食店と保育園では、例えばそれらがどういう要件を備えたら、ど

こまで公共的として認められるのかが分かりません。いずれも「みんなのためだ」という

ことになると、もともとあった公益という用語の定義が、公共になってしまい、公共的に

もなってしまうので、その限界を厳密に規定していただきたいと思うところです。 

 あともう一つ、二つだけ、資料５の３ページ目の右側の一番下の、補償金の供託の件で

ございます。使用期間は５年というご提案でございました。補償金を供託するとして、元々

は所有者不明の土地ですから、おそらく５年間誰も出てこないことが大多数でありますし、

仮にそれで１０年たちましたとなると、おそらく民法上の時効ではないかという問題があ

ります。時効になるとこの供託されたお金が、事業者ないし起業者に返されるとなると、

収益は事業者に全部戻ってしまうので、結局、無償で土地を使った形になるのですかとい

う質問です。それとも供託された資金は、公共でどこかに収受して別のところで使うので

しょうか。なぜかというと、事業者は所有者不明土地を使ったのですから、供託された資

金は対価としてのものでありますけれども、供託金が時効になれば供託者に返還されるの

では、最終的にはお金は事業者に戻ってしまうことで良いですか、という質問であります。 

 あと、最後にすみません。ご提案の特別措置法で対応を考えておられる事例は、ガイド

ライン２版の２９から３４までの事例集にある５つの事例でしょうか。つまり、ガイドラ

インの中で、所有者不明土地で収用裁決申請に至った事例というのが、この２９番から３

４番でございましたので、それはここでは繰り返しませんが、それらに対応するための特

別措置法であると理解して良いのかをお教えいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【山野目部会長】  弁護士の先生はお話が細かいですから、皆さん、きちんとフォロー

していただいているでしょうか。これから事務局の頭の良い人に答弁していただきますが、

いきなりそういうやりとりになるとかなり辛いものがありますから、私が一度通訳をさせ

ていただきます。 

 まず資料５の２ページのほうからですけれども、 弁護士会の先生方がご相談になって、
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いくつかの疑義を質していただいたことが大変ありがたいと感じました。基本は、これら

の土地収用法の運用を変えていくというお話でありますから、土地収用法が定めている手

続の枠組みは変わらないものであろうと考えます。事業認定であるとか、事業認定の対象

になる土地収用法の掲げている収用適格事業の範囲内ですることであって、あそこから何

かじわじわとにじみ出して、２ページの範囲内で土地収用法の外側のことをするというこ

とにはならないのではないかと考えます。 

 その話の延長ですけれども、確かに手続を簡略化して、都道府県知事の裁定のような手

続を用意していますが、しかし、いずれにしても土地収用法の手続の運用の改善バージョ

ンですから、行政行為の積み重ねによって行われていくという基本的性格は変わらないも

のでありまして、それに対し行政庁の裁量権の踰越または濫用があるときに、抗告訴訟を

提起することができる契機というものは一般的に保障されていますし、加えて三原委員が

ご指摘になったような審査請求であるとか事後の原状回復等についても法制上どういうふ

うになるかの説明を用意した上でなければ、ここのところができないだろうと考えますか

ら、また事務局が現在考えているところ、あるいは三原委員から今ご指摘をいただいて今

後考えていこうと思っているところをお話しいただきたいと考えます。 

 それから資料６で、資料５の２ページとの関連で申し上げているところの、過失なく所

有者を知ることができないときということはどうなのだ、というお話でありますけれども、

三原委員ご指摘のとおり、過失なく所有者を知ることができないという現行の土地収用法

の法文というか要件を変えようということを考えているものではありません。方策として

は、あそこの「過失なく」を例えば「重大な過失なくして」とかというふうに緩めていく

というふうに、もともと要件自体を緩めるということも考えられなくはありませんが、そ

れをしようとすると、なぜそう緩めるのですか、それは土地収用のお役所の人が楽になり

たいだけではないですか、ということになります。三原委員が見抜いておられるとおり、

資料６で申し上げようとしていることは、そのようなことではなく、過失なくして所有者

を知ることができないという要件は変えないけれども、弁護士の先生方の言葉で言うと、

その過失がないということの評価根拠事実の中身の組み合わせを現代化していこうという

ことであります。昔ながらのやり方から、さまざまな資料を徴求して、あるいは情報通信

技術の発達を踏まえた資料収集の方向に変えていこうということであるかもしれません。

過失判断の中身を変えていこうということであろうと考えます。 

 資料６の事務局の説明であった言葉を覚えておられるでしょうか。有力者などに聞き取
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りをして、というやり方を今までやってきました。有力者という言葉、嫌な言葉ですよね。

極めて昭和日本的な言葉でありまして、あるいは資料５の説明でもありましたけれども、

古老に聞いて、といいますが、古老とは何でしょう。何歳から上の人を古老というもので

しょうかね。後期高齢者も、古老かもしれないけれども、場合によってはお話しいただけ

ないような判断能力になっておられる事例というものも高齢化社会の進行によって生じて

きています。昭和的な無過失の判断から平成的な無過失の判断に変えていこうというお話

であるともみることができますし、要件の水準は変えないということを考えているもので

あるというふうにいってもよいのではないかと考えます。 

 それから資料５の３ページのほうですけれども、公共性、公益性、それから公共的と３

つあって、整理をせよ、というお話はそのとおりであって、整理をしなければいけません

し、３ページで構想されているところの利用権設定の制度を具体的に法律案に盛り込むに

当たっては、どこまで使えるかということの輪郭が明確になっている必要があります。た

だし、そこは、私たちの前に広がっている道は非常に狭いと考えなければいけなくて、あ

ちらに行けばバランスを失い、反対の方向に行けばバランスを失うという非常に難しいと

ころを、ここは制度的に知恵を絞って新しい制度の創設につなげていく必要があります。

すなわち収用適格事業と全く同じだというのであれば不明裁決の制度を使えばいいことで

あって、新しい制度を使うことの論理的な意味がないということになります。しかし、こ

こを際限なく広げていくということになりますと、必ずしも公共とは見ることがかなわず、

あるいは全く公共とは関係がないのに所有者の意向を確かめないで土地収用を始めること

ができるということにしてしまうものですかという方面からのご批判に耐えることができ

ません。そこのところの要件の設定を、今、事務局が考えているところをお話しいただき

たいと望みますけれども、そのような問題であります。 

 倒産したらどうするかというお話も、確かにそうですけれども、倒産があり得ることは、

想定しておかなければならないものではないでしょうか。民間の事業者も公共的事業に含

めて考えるということになれば、一般的に私法人は破産手続や民事再生手続が開始する可

能性が、皆無ですかと問われれば皆無ではないものでありまして、そういうことも想定し

た上で、しかし手続上の対応の考え方の整理をしていくということであろうと考えます。

考えてみますと、土地収用法に基づく収用手続の起業者になる人も、破産能力がない公法

人しか起業者にならないとは限りませんから、そこでも伏在していた問題ですが、こちら

でもって更に懸命に考えなければいけないことであります。 
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 それから５年ごとに更新していくと供託金還付請求権がどうなるかという話は、そこに

お気付きいただいたとすると、もう一つ申し上げなければなりません。５年ずつ更新して

いくというイメージで今３ページのお話を問題提起していますけれども、実は２つの種類

の時効が問題になるものであって、一方では供託金の消滅時効、他方ではその土地を利用

し続けている、あるいはその土地を手続開始前まで利用を続けてきた人の何らかの権利の

取得時効はどうなるかという問題、これらを表裏にして考えていかなければいけなくて、

ここはやや法律技術的に精査を要する問題であります。事務局のほうでも部分的には中長

期的な課題として整理している事柄でもありまして、なかなか即答を差し上げることが難

しいかもしれません。 

 ここまで通訳を差し上げました。事務局からご説明をお願いします。 

【企画課企画専門官】  事務局から少しご回答をさせていただきます。おおむね山野目

先生から補足いただいたところでございまして、本制度におきましては、収用の簡素化に

つきましては事業認定をとったものを対象にしていきたいと考えております。過失なくし

てという証明につきましては、三原委員がおっしゃっているとおり、手続ははっきりとさ

せ、その中で不要と思われるものについてはなくしていくという方向をとっていきたいと

考えております。 

 山野目部会長からもおっしゃられたように、憲法にもございます公共の福祉という用語

や、公共、公共的、公益と、いろいろな用語がございます。どれが適切なのかというのは

しっかり精査していきたいと思っておりますが、収用で求められている公益性よりも少し

広い範囲を考えていきたいと思っております。明確な考え方というのは、今のところで確

たることを申し上げているところではございませんが、１つ資料５の４ページのほうで少

し示させていただいているように、収用法に列挙されているものですとか、そこには入っ

ていなくても周辺で不足していて地域の住民のためになるようなものとか、そういうもの

はあってもいいのではないかということを考えさせていただいております。いただきまし

た他の意見も含めて範囲をしっかり考えていきたいと思っております。 

 都道府県知事に裁定の主体が変わることによってコンフリクトが起きるのではないかと

いうこともあったかと思います。この場合の裁定を行う都道府県知事というのは、事業を

行う部局というよりは単純に裁定を行う部局ということで、基本的に客観的な立場として

裁定を行っていただくことを考えております。収用委員会は非常に難しい判断をされると

ころもあるので専門的な委員の方にお願いしておりますが、今回はそのような複雑な紛争
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事案ではないということで、都道府県知事が客観的に裁定を行っていただいてもいいので

はないかと考えております。 

 公共性と主体について、どちらも曖昧に考えていてはいけないのではないかということ

については、ご指摘ごもっともと考えております。公共性をしっかり考えた上で、主体は

限定しない、それによって遂行能力などの問題が出てきますので、申請の段階で一定の事

業遂行能力を持っているかということは見ていく必要があるのではないかと思っておりま

す。また、ご指摘のとおり破産したり倒産したりとか、また倒産しなくても原状回復しな

かった場合というのもございますので、資料に書かせていただいているとおり、原状回復

がしっかりなされるための措置というものは、何らか我々としても考えていきたいと思っ

ております。 

 供託金につきましては、そもそもどこからその消滅時効が発生するのかという問題がご

ざいまして、あと、我々も専門家ではないので正確にお答えできているかわからないので

すが、供託した場合に供託金の請求権が時効により消滅した場合に、その供託した者に戻

るということではなかったのではないかなと少し思いまして。いずれにせよ事業者として

はその土地を使っておりますので、そのお金はきちんと払っていただくと。その供託金の

扱いが、一般的にほかの供託金のそれと同じことになっていくのかなと思うのですが、時

効が来た供託金をどう扱っていくのかというのは、また別途の検討が必要なんのろうと考

えております。またその所有権の時効がどうなるかということにつきましては、少し中長

期的なところになるかと思いますが、しっかり考えていかなければならないと思っており

ます。 

 すみません、１つ飛ばしてしまいましたが、営利性と公共性につきましては、そこは両

立してもいいのではないかと我々も考えております。どういうところまで両立していいの

かということについて、そういうところはしっかり考えていきたいと思っております。 

【山野目部会長】  三原委員、差し当たりよろしゅうございますか、とお尋ねしても、

多分、網羅的に完璧によろしい、という話にはなりにくいであろうと想像しますが、また、

書面等でご意見をお出しいただくということも考えながらご意見を伺っていこうと考えま

すが、いかがですか。 

【三原委員】  かなり具体的にお答えいただきましてありがとうございました。１つだ

け用意してきた質問をし忘れまして、所有者そのものが不明の場合のほかに、例えば買戻

権ですとか仮登記とか、そういった附帯的な権利を持っている方だけがいなくて所有者が
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いる場合と、所有者も附帯的な権利者もいずれも不明な場合に、この附帯的権利について

どうお考えなのかという質問でした。所有者が不明だからということで、新たな制度で土

地を収用されるということのほか、付帯的な権利者が所在不明の場合に、例えば買戻権や

仮登記をしているとかというものも、もう復活しないのかどうかは、どう整理されるので

しょうか。これも即答していただくというより、むしろそういった所有権あるいは共有持

ち分以外の登記上の付帯的権利のある方の所在が不明の場合もあるのかなと思っています。

そこはどうなるのかというのが追加質問でした。申し訳ございません。それ以外はご回答

いただきましてありがとうございました。 

【山野目部会長】  ありがとうございます。 

 東北の被災地を訪ねると、所有者がわからないということではないけれども、登記記録

の権利部乙区に、何かすごく古い戦前の抵当権の登記とか地上権の登記があったり、権利

部甲区に、仮差押え、古い仮処分、それからおっしゃるとおり買戻しの登記があったりし

て、これらは困るのですね。復興を阻害しています。あれらを何とかしないといけません

が、それを資料５の３ページで対応するか、資料４で法務省からご説明いただいた資料の

一番下の研究会でもう少し制度理論的な問題も含め検討していくかは、今後それぞれのと

ころが知らんふりをしますというお話にはなりませんし、どちらも見合っていて検討しま

せんでしたという消極的な抵触も起こらないように心掛けていかなければいけませんが、

今後、政府の関係の部署において検討していくという差し当たりのお答えで、三原委員、

よろしゅうございますか。 

【三原委員】  ありがとうございます。 

【山野目部会長】  引き続き委員の皆様方からご意見を伺います。 

 奥田委員、お願いします。 

【奥田委員】  資料５について何点か指摘をさせていただければと思います。まず１ペ

ージの、先ほど中川委員からもご指摘のありました、価値がある建築物、この部分ですが、

多分、長年放置されているような建物であれば、経済価値はない場合がほとんどかと思い

ます。ただ、物理的価値という考え方もございまして、現在の損失補償基準等の補償の考

え方は、この物理的なところの価値に着目をして、その対価を支払っているというところ

もあろうかと思います。その金額は、経済的な観点から見るとほとんどないものを、ある

意味考慮をして、若干多目に払っているというような感覚もございまして、もしそういう

形で従前の仕組みを使いながら価値を把握して、その金額を払うということであれば、供
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託というような形で、その金額を保留しておくことによって、少し右側のほうの枠に持っ

ていくというケースも考えられるのではないかと思いました。 

 次に２ページでございますけれども、この右側の緑の部分につきまして、合理的な手法

により所有者を調査ということで、近隣等への調査を行うとか、こういうことはご指摘あ

ったように、私としても不要と思います。実際に課税台帳ですとか住民票を調べてもわか

らないということであれば、ほとんどその方というのは自分の権利を放棄したというふう

に、そこまで言ってしまうのはどうかと思いますけれども、住所を調べてほしくないとい

うような意向も感じられますし、必要な合理的な書類、公共のほうで有している書類を把

握するというところで十分ではないのかなということを思いますので、この合理的な手法

にしていくという方向について賛成です。 

 また収用委員会による裁決を不要とするということにつきましても、そもそも合理的手

法で所有者を調査しているわけですし、その買収、収用というか購入をする資産の対価が、

ここが適正に評価をされているのであれば、わざわざもう一度収用委員会を開催する必要

はないのかなと。収用委員会を開催するとなると、委員会の方たちというのは、地元の名

士の方とか多くて、日程調整に大変な時間がかかることが推測されます。それがほんとう

に必要なのかというところは疑問に感じるところでもございますし、今回の問題に関して

ある程度明確化した手順を踏むということであれば、この収用委員会というものがなくて

も、都道府県知事による裁定でよろしいのではないかと思っております。 

 次に３ページのほうですが、まず利用の形態ということで、ここで公共事業と公共的事

業という形で種類を分けて、それぞれの対応も分けていくという方向に賛成です。また利

用の形態に関しても、そもそも長年利用していなかった土地でございますので、数年そこ

を利用させていただくということに、何か問題があろうということは一般的な観点からは

思われないと言えると思いますので、このような形で利用していくということは考えられ

るのではないかと。ただ、やはりその場合にも、賃料相当というお話がございますけれど

も、この利用をさせていただくことに関する適正な対価ですね、そこはやはり適正に把握

をして、やはり供託という形でやっていけば手続としてはよろしいのではないかという印

象です。 

 事業の性格のところで、主体性の限定は不要ではないかというところがございますけれ

ども、確かに現在、ＰＲＥ等民間の力を活用した公共的な事業というのはかなり出ていま

す。民間の力を使いますと、いろいろな形で効率化、ほんとうにいいものがつくれるとい
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うようなところで有効性が高いと思いますので、公共性というところでかなり限定はして

いくのかもしれませんけれども、幅広く民間の力を使っていくということもあり得るので

はないのかと思います。 

 資料の６でございますけれども、３ページの下のほうに、いろいろ行政機関等で有して

いる情報を活用したらどうかというところがございまして、これもまさにそのとおりでご

ざいます。各省庁間でさまざまな情報を持っていらっしゃると思いますので、まずはここ

を、利用目的を限定していきながら活用すべきではないかと。実はこれが一番コストのか

からない方法で、確実な方法。これだけでは十分ではないところももちろんあるとは思い

ますけれども、まずはある情報を有効に使って、ここでコストのセーブということができ

るのではないかというのは当たり前のような感じがします。ただ、何でもということにな

ってしまってはやはり問題だと思いますので、利用目的を限定する等いくつかの取り決め

は必要かと思いますけれども、ここはぜひそのような形で検討していただければと思いま

した。 

 以上です。 

【山野目部会長】  ありがとうございます。 

 いずれも大切な点のご指摘をいただきました。最初にご指摘のあった価値のある建築物

の見定め、価格の評価の問題などは、もっと前にご発言のあった中川委員のご指摘でもい

ただいていたところであり、事務局のほうで参考にしてもらうものと考えます。 

 引き続き委員の皆様方からのご意見を伺います。 

 松尾委員、お願いします。 

【松尾委員】  ありがとうございます。本日、用意していただいた資料、所有者不明土

地の利用促進のための方策ということで、大変よく練られた、積極的な改善を図る制度改

革の提案として、積極的に評価したいと思っております。 

 それを前提に、それをより具体的に使っていくという観点からいくつかご質問、ご確認

等をさせていただければと思います。最初に資料５の２ページですけれども、２つの利用

形態のうちの公共事業の実施をより簡易化させていくという方向ですが、現行の明示的な

所有者がいないという要件と、それから提案されている所有者不明土地で明示的反対者が

いない土地ということで整理されている部分について、所有者が不明であるということは、

明示的反対者がいないということを一種もう含んでいるというか、そういうふうに理解し

ていいかどうかです。つまり所有者不明という要件と、それから明示的な反対者がいない
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という要件、若干、屋上屋を重ねているというふうにも見えるわけですけれども、この要

件について確認させていただければと思います。その上で今回の改革提案については、所

有者不明ということを１つの要件として、いかにそれを客観的・形式的に定義していくか

ということが大事ではないかと考えます。所有者不明ということであれば、この都道府県

知事の裁定を前提にする制度を進めてよいのだという入り口の要件として、所有者不明を

きちんと定義し、できるだけそれを客観的・形式的に判断できるような仕組みを整えてい

くということが、この制度を使うための大前提になるのかなと理解しました。その所有者

不明の定義及び客観的・形式化という１つの例として、固定資産課税台帳のような資料を

活用していくという形で組み込んでいくことになるのかなと感じた次第です。これが第１

点です。 

 それから第２点は、今度は収用制度の対象とならない公共的事業の促進ということで、

資料５の３ページですけれども、この利用権の設定ということについて、基本的に賛成で

すが、利用権の権限の性質や、それからそれをどういうふうに公示していくか、登記簿に

載せるのか、何らかの公示方法を考えるのかという点も必要なことだと思っています。と

いいますのは、その次にこの利用が長期に及んだ場合に時効取得も念頭に置くということ

ですけれども、もしその時効取得を念頭に置くということであれば、どういう権限が設定

されているのかということがやはり前提になりますので、おそらく所有権の取得とは違う

何らかの利用権と、いわゆる他主占有に基づく利用権ということになると思うわけですが、

そこはあらかじめ明確にしておくことが、この制度を安定的に使うための前提となるので

はないかと思います。他方、時効との関係では、前のページ、２ページのほうで考えてい

る所有者不明を要件として、都道府県知事の裁定で取得ができるということであれば、万

が一後で所有者が出てきても、こちらのほうは時効期間が経過すれば、それは所有権の取

得時効による問題解決も可能ということでいいかどうか、この点も確認できれば思います。

もしそういうことになれば、後に所有者があらわれて何らかの問題が生じても、一定の期

間経過したことで、その所有者不明土地についての問題解決が促進されるのではないかと

考える次第です。 

 それから３点目に、同じこの３ページの公共的利用の主体について、その四角囲みの中

に、事業に公共性があれば主体の限定は不要ではないかという点で、民間が先ほどの例と

して挙げられていましたけれども、この中に、いわゆる地域コミュニティーといいますか、

区や集落というものも、たとえ法人格がなくても、この事業を担う主体としてなり得るの
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だということを１つのモデルとして提示していただくことも意味があるのではないかと思

っています。それによって住民の参加とか意識の共有ということが図られるということも

考えられるかと思う次第です。 

 以上です。 

【山野目部会長】  ありがとうございます。 

 事務局へのお尋ねが含まれていたと感じます。明示的に反対をしないということと所有

者が不明であるという概念の関係のお尋ねがありました。これは、委員のご発言を伺った

後、最後にまとめて、お答えいただくところを伺えればと考えます。 

 それからほかにもたくさん重要なご指摘があった中で、資料５の中で、３ページで、所

有権の時効取得との関係をどのように考え方を整理するかということを、この資料では中

長期的課題というふうに整理していて、しかしまさにそこをきちんと考えなさいという、

今、松尾委員からのお話がありました。中長期であるとしても、きちんと考え始めなけれ

ばいけない事柄であろうと感じます。次のこの部会の会議までの間に、ワーキングが一度

予定されておりますから、そこでもう少し深掘りしないといけないであろうとも感じます。

またご示唆を踏まえて検討を続けなければなりません。 

 引き続き委員の皆様方からのご意見を伺います。 

 中出委員、お願いします。 

【中出委員】  今、松尾委員が最後にお話をされた、地域コミュニティーとも少し絡む

ので発言をさせていただきます。まず、資料５の３ページ目の現行制度の対象にならない

公共的事業というところで、第１回の部会のときに私の申し上げたことをいろいろと考慮

していただいていると思います。この中の事業の性格というところについて、事業単体で

独立して考えていいものかどうかというところが１つあって、例えば地域コミュニティー

が考えるというようなボトムアップ型のときに、この事業が公共的である、あるいは公益

的であるということの１つの担保というのは、何らかの計画がちゃんとつくられていて、

要するに地域を運営する計画みたいなものですね。まさに今の国土のグランドデザインの

中では、国土の国民的経営、国民的管理と言っているような、ボトムアップ型のときには、

コミュニティー、地域というのが大事になってきます。例えばこれはもう有名ですけれど

も福島県の三春町のように、地域がつくった計画を町が認めて、将来の利用の仕方をそこ

で決定している場合に、不明者のいる土地については少し簡素化できるような仕組みであ

るとか、そういうようなことが１つあるのではないかと思います。 



 -33- 

 私は都市計画分野の専門家なので、都市計画の観点からもう何点か申し上げます。市街

化調整区域の地区計画をかけるようなときに、勝手に調整区域に地区計画をつくられると、

市街化区域と調整区域の区域区分制度が瓦解するので、例えば農村集落などの地域のコミ

ュニティーが、自分のところでちゃんとコミュニティーの計画をつくっている場合には、

それを担保するものとして調整区域地区計画で一定の開発は認めましょうという自治体が

いくつかもう既にあります。そういうような形でボトムアップ型の計画があると思います。 

 もう一つは、計画といったときに、若干トップダウン的なものでも考えなければいけな

いのは、先ほど田辺委員が言われましたが、例えば中心市街地活性化計画にちゃんと位置

づけられていて、この事業をやりたいといったときにその支障になるようなもの、あるい

は最近、平成２６年にできた立地適正化計画で指定する都市機能誘導区域というところに

は誘導施設を誘致するのですが、その土地が必ずしも広い種地があるわけではなかったよ

うなときに、何らかの施設を誘致するようなもの、これはどちらかというと市町村ベース

ですけれども、トップダウンに近いものです。 

 それからもう一つ、市町村の総合計画等で位置づける、もうちょっと中山間地の部分の、

総務省系ですけれども、小さな拠点というようなときも、必ずしもちゃんと固まった土地

があるわけじゃないようなところを小さな拠点に指定するような事業をやろうと思うよう

なときには、もう確実に総合計画の中でそれなりの地域拠点とか生活拠点という指摘が計

画書の中に書いてあって、それを具体にどう実現するかということで事業が進むというよ

うなことがあるので、できればそういう計画の中にちゃんと位置づけられているというこ

とも１つの公共性の担保条件となるのではないかと思っています。 

 最後にもう一つだけ、そういった中で経済的な合理性とか、あるいは事業に公共性があ

ればといったときに、１つ若干懸念されるのは、都市計画法では１５年ほど前に都市計画

提案制度というのが制度化されたのですが、この制度は、ＮＰＯとかいろいろな人が、要

するに地方公共団体でなくても提案できるようになっています。理念はすごく正しいので

すが、最近懸念しているのは、民間事業者が、例えば地区計画をかけたのだけれども、地

区計画の整備計画が厳しくて何にも建たないから、都市計画提案制度でそれを撤回するよ

うな提案を出してくるというようなことで、経済的な合理性はあるかもしれないけれども、

そもそもその地区計画でやろうと思っていた目標に対して全く違うようなことを提案して

きたりすることもあり得ます。そのため、このあたりのところはどういうものであれば公

共性があるのか、あるいは公益性があるのかというところについての判断を明確にしてい
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ただければと思います。 

 私は法律分野の専門家ではないので、全く厳密な話ができなくて恐縮ですが、以上です。 

【山野目部会長】  厳密ではないのではなくて大事なお話をいただいたと感じますし、

中出委員のほうでお進めになっておられる国土審議会の計画推進部会のほうのご検討と、

密接な連携をしながら、引き続きご教示をいただきたいと考えます。 

 宇賀委員、どうぞ。 

【宇賀委員】  今日、最初の資料５でご説明いただきました内容につきましては基本的

に賛成でございます。一番難しいと感じておりますのは、３ページの左下のほうですね。

事業の性格についてというところで、丸が３つありますけれども、その２つ目の丸の部分

だと思っております。この収用適格事業の場合よりもっと広い意味での公共性というもの

をどう考えるかという点です。この公共性というものを考えるときには実体的に判断する

という方法と、それから手続的な観点から公共性を担保していくという方法が基本的には

あるのだろうと思います。国や地方公共団体が行うものに絞ってしまえば簡単なのですけ

れども、１回目の会議でも申し上げたように、公共性というものは必ずしも国や地方公共

団体だけが担うものではなくて民間も担い得るものであると思います。したがって、ここ

でも公共性というものは主体を国・地方公共団体に限定せずに民間も含めて考えていくべ

きだろうと思っているのですけれども、そうなりますと非常にこの公共性の外延を明確に

することが難しくなってきます。公共性をどうやって担保するのかというと、１つは公共

性を有するものを実体的に限定する方法があります。実体的な限定として、もう１つ考え

られるのは、例えばこういう人にやらせたら困りますねといった除斥事由を定めるという

ような消極的な限定もあるかもしれません。公共性を担保するには、前回のワーキンググ

ループでもそこの点を申し上げたのですけれども、手続的な担保という方法もあり得ると

思っています。いろいろな考え方があると思いますので、私も１つに限定する考え方をと

っているわけではないし、いくつかの組み合わせも考えられるのですけれども、公共性の

外延を明確にして国民の信頼を得ることができるかということは引き続き検討していく必

要があるかなと思っております。 

 それから資料６でございますけれども、ここも基本的な考え方は前回のワーキンググル

ープでも申し上げましたとおり、現在アクセスできない公的な情報に、法改正が必要な場

合もあるかと思いますけれども、アクセスできるようにして、なるべく行政コストを節減

して、現在、行政が持っている情報を活用して調査をしていくという方向を目指していく
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べきだろうと思います。公的情報へのアクセス可能な範囲を広げた上で、それを調べると

いうことは必須だと思います。昭和５６年の３月だったと思いますけれども、最高裁の判

決で、商業登記簿を調べないで公示送達をやったら、商業登記簿ぐらい調べろということ

で、公示送達が違法で無効とされた例がありますので、そうしたものはやっぱり当然調べ

るべきだと思いますが、Ⅱの聞き取り調査については、基本的に私は親族、それも一定の

範囲に限定して、その部分で足りるのではないかと思います。何をもって所有者不明とす

るか。先ほど松尾先生からもお話がありましたように、ここの部分を明確にしないと、そ

もそも所有者不明という判断を得るために膨大な行政コストを使っていて、その中には必

ずしも合理的でないようなコストがあると思いますので、そこはできる限り節減していく

ことが望ましいと思います。住民の合意を得るとか、あるいは住民の意見を聞くための行

政コストは有意義なものだと思いますけれども、相続人の調査等のコストは、時間をかけ

ればいいというものではなくて、無駄な部分は省いて、もっと有効に活用できる公的情報

があればそれを使ってくという方向で合理化していくことを目指すべきだろうと思います。 

 以上です。 

【山野目部会長】  松尾委員や宇賀委員からご指摘があって、事務局に後でまとめて答

えていただきますが、所有者は判明しているけれども、訪ねても沈黙をしている人って、

いないとは限らないですよね。そのあたりどうなるかということを細かく考え始めると、

少し悩ましくなってくるような気はいたします。 

 引き続き委員の皆様方からご意見を伺います。 

 永沢委員、お願いします。次、吉原委員、お願いします。どうぞ。 

【永沢委員】  失礼いたします。今日は遅参しまして申しわけありません。既に、私が

おりませんときにご説明があったこともあるかもしれませんがご容赦ください。意見と、

それから基本的な質問を１つさせていただきたいと思っております。 

 私は、このたびご提示いただきました資料５の方向性についても、資料６につきまして

も、基本的に賛成でございます。その上で１点、意見といいますか質問でございますが、

先ほど宇賀委員からもお話がありましたように、資料３の収用制度の対象とならない公共

的事業の、事業の性格のところの主体に関してでございます。民間や地域の力を活用しな

ければ、国土の有効活用ができないと考えますので、その点は主体を限定するというつも

りはないのですが、一方で、探索を受ける国民の側に立って考えますと、この探索をする

人は一体どんな人なんだろうということが気になります。そういった意味では、もしかし
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ましたら、一定の要件を定めて、届出制とか登録制とするいうのはあってもいいのではな

いかと考えます。規制緩和の流れに反するかもしれませんが、一定の要件を満たしている

人という制約を加えることが望ましいと思います。特に反社会的な方とか、それから過去

に不動産取引において何かトラブルを過去５年の間とかあった方、そういった方はやはり

探索できる人の範囲からはちょっとご遠慮いただきたいと思っております。特に資料６の

ほうに探索の方法を緩めるという案が出ていることを考えますと、探索される側としては

やはり一抹の不安がございまして、要件の定義というのは必要なのではないかと考えるわ

けです。加えて、探索を受ける所有者の中には、探索者がどういう人かということを確認

するような手立ての保証が手続的に認められていることも必要なのではないかと思います

し、そういう手続きが担保されていることが国民の安心感につながるのではないかと少し

思っております。 

 それから２点目ですが、ほんとうに基本的な質問で恐縮で、前回の時にご説明いただい

たのかもしれませんが、資料６の３ページの赤枠のところでございますが、そもそもなぜ

できなかったのかというところを再確認させてくださいませ。下のインフラ事業の保有情

報というのはなかなか難しいのはわかるのですけれども、同じ役所がやっていることであ

りながら、なぜアクセスできなかったのか、その理由を再確認させていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

【山野目部会長】  意見とご質問をいただいたうちのご意見のほうは、１つ前の宇賀委

員のほうから、資料３の３ページ、４ページの制度を利用することができない人のリスト

を挙げるというアイデアを１つお挙げいただいたし、それに限るものではないというお話

でもあったと思いますが、永沢委員からいろいろなアイデアが更にありますよというヒン

トをいただいたと感じます。 

 後段の質問をいただいたところは、後でまとめてお答えいただきます。 

 吉原委員、お待たせしました。 

【吉原委員】  ありがとうございます。今日の議論を聞いていて、改めてこの問題は難

しいなということをとても思いました。今日の議論は大変専門性が高く、今後この会合の

結果を世の中にマスコミを通じて発信したときに、どういうメッセージが伝わるだろうか、

どういうメッセージが伝わったらいいのだろうかということを考えていました。やはり土

地の利用をしやすくするということ、それから次の世代に使える形で土地の権利と義務を
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きちんと引き継いでいくということが重要で、そのためのポジティブなメッセージを打ち

出せたらいいなと思っています。 

 また、新しい制度を提案していく中で、事業主体が自治体であれ、民間であれ、ぜひ積

極的に活用されるような、広く利用されやすい仕組みをつくり、それをわかりやすく伝え

ていくことが大事だと思います。そういう意味で収用という言葉遣いなどについてもやは

りご指摘があったとおり、丁寧な検討が必要なのだろうと思います。 

 私は法律の専門家ではなく、今日の議論はとても難しかったので、確認の意味も含めて

お聞きしたいのですけれども、この会合で所有者不明土地の利用を進めていく方策として、

１つが簡素な収用手続の方策をつくっていこうということ、それから収用対象とはならな

いまでも、公共性が一定程度認められるものについては、利用権の設定ができるようにし

ようという、大きく２つあるという考え方でよろしいでしょうか。収用というのは公共事

業体、自治体なりに所有権が移転するというもの。それからもう一方の利用権設定は、所

有権はそのまま利用権を設定できるようにするということ、そういう理解でよろしいでし

ょうか。これがまず１つです。 

 それから、所有者不明という言葉について明確な定義づけが必要だというご指摘が複数

の委員の方からありました。私もそう思います。資料の５の３ページを拝見いたしますと、

利用の形態についてというところで、１つ目の丸、「不明者が現れる可能性が低い土地につ

いて」というところは「不明者」とあります。その次の丸が「所有者」となっています。

これは、この制度を使う自治体なり民間の方からすると、不明者と所有者は厳密にはどう

違うのかということにもなると思うので、言葉の整理が必要かと思います。 

 さらに、資料の中ではあまり触れられてはいませんけれども、所有者不明というのは、

この制度を適用するに当たって大きく２つあるのではないかと思います。１つは、所有者

なり相続人が誰もいない、ほんとうに不明であるケース。相続放棄をして相続人不存在と

いうこともあるかもしれませんが、いずれにしろ所有者がまったくわからないケースです。

そういう場合であれば収用あるいは簡素な収用手続を経て権利を移転するということに対

して、それほど世の中の抵抗感はないのではないかと思います。もう一つは、被災地など

で多く見られるものでは、相続未登記によって法定相続人が多数になって、例えば相続人

が１０人いてそのうち８人はわかるけれども２人がわからない。この２人のために膨大な

時間やコストがかかる、というケースです。ここについてどういうふうに解決策を迅速に

できるかということで、これについては収用という強い手段を使わなくとも、不明者の部
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分についての手続きを簡素化できれば、解決しやすいのではないかと素人考えですけれど

も思います。 

 たとえば、昨年の通常国会で森林法の改正が成立していまして、相続共有も含む共有林

の持ち分移転の裁定制度の創設ということが盛り込まれています。これは複数の人が共有

で持っている森林について不明者がいる場合、その不明者の上物の持ち分について、一定

の手続を経て、わかっている方に所有権を移転できるというものです。下の地面について

は使用権設定だけですけれども。この改正については今回の資料には含まれていません。

おそらく上物の所有権移転というのは今回は議論の対象にならないため、あえて理由があ

って資料に含まれていないのだろうと思うのですけれども、この法律の中で使われている

持ち分移転の裁定制度というのが、今後、土地制度全般を考える上でも、そのまま適用は

できなくとも、どこかで使えるのではないかと思いました。 

 あともう一つだけ、ちょっと論点は違うのですが、所有者の探索を円滑化する仕組みに

つきまして、資料の６の３ページ目に、標準的手法と有益な所有者情報源とあります。こ

の中に住民票の除票の写しあるいは戸籍の除票の写しというものが入っております。これ

について、保存年限が過ぎたものは閲覧ができない、閲覧が難しいということの問題を市

町村の担当者や、不動産関連の実務家などからよく聞きます。この点については、所有者

の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会のほうでも検討課題として挙がっ

ています。今後、法律をいろいろと検討していくことと併せて、除票の保存年限について

も、何かできることはないのか検討をしたらどうかと思いました。 

【山野目部会長】  ありがとうございます。 

 吉原委員が発言の前のほうでご確認をいただいた資料５、６の全体像のご理解、まさに

おっしゃるとおりです。 

 ご指摘のとおり、ここでしている話が非常に専門的な話であって、これを世論にどうい

うふうに理解してもらうかということは非常に大事な課題であろうと感じます。メディア

の皆さんが話を単純化させて、何か劇場的な論点にするということではなく、ここでして

いるような議論と世論の受けとめとの通訳を上手にやってくださると大変良いですし、新

聞社や放送局の皆さんが、そのような方向で努めてくれるであろうと信じます。吉原委員

も、そのような中で役割を担っていただけるであろうともお願いいたします。 

 それから所有者不明の概念と関連して利用権の性格についてご指摘をいただいたことは、

後で事務局からお答えください。 
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 それから住民票の除票の取扱いは国土交通省の所管ではないため、今ここでは即答がで

きないかもしれませんから、次回の部会に向けて、吉原委員に何か現下の状況を事務局の

国土交通省からご説明いただくような段取りとしたいと考えております。 

 ありがとうございます。 

 引き続き、久元委員代理鳥居副市長、お願いします。 

【久元委員代理（鳥居副市長）】  神戸市の鳥居でございます。本来であれば市長の久元

が参るべきところですが、公務のため私が代理で出席させていただいております。 

 探索を円滑にする仕組みと、土地を円滑に利用するための仕組みという、２つの大きな

観点でご検討いただいていることは、こういう課題に直面している基礎自治体にとって非

常にありがたいことでございます。神戸市では、これまで住環境条例を用いまして、空き

家の撤去など行政代執行の手続きを進めておりました。現在は空き家特措法が成立したこ

ともあり、その後、空き家・空き地の条例をつくり、行政代執行を進めているところです。

この過程で課題となりましたのが、財産管理人制度に対する申し立てが利害関係者のみに

限定され、市としての申し立てができない事例があるという点です。この点を少しご配慮

いただければ解決するものが出てくるのではないかと感じているところです。 

もう１点は所有者が外国人の場合でございまして、所有者探索の中でこの対応に非常に

苦労しております。大使館や領事館に照会をしても、なかなか所有者に行き当たらず、か

なりの労力を要しております。そういう意味で所有者が外国人の場合の合理的な探索範囲

という点についてもご示唆をいただければ幸いでございます。 

 また、所有者不明土地を円滑に利用するための仕組みでございますけれども、資料５の

最後の４ページで、神戸市のまちなか防災空地を取り上げていただいております。我々と

しましては、公共的事業のイメージはこういう事例が該当すると考えております。取り上

げていただいた事例は密集市街地の中で実施している事業でございます。これはまちづく

り条例に基づき、地元のまちづくり協議会がまちづくり計画を提案することができまして、

その計画の中にこういう空き地を位置づけ、最終的には地元の方々が管理を行うという制

度でございます。この写真の土地は所有者がはっきりしていますが、密集市街地では所有

者不明の土地も存在します。今後、そういった土地の活用を検討することになったときに、

３ページの最後のところですけれども、「賃料相当の補償金を供託し」という場合の賃料の

決め方に懸念がございます。万が一、土地所有者があらわれた場合には補償金の決め方・

合理性を説明する必要がございますが、例えば土地の境界はどうであったのか、面積はど
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うであったのかとか、そういう基準をどのようにするのか、市独自で決めていくのか。我々

としては、市の判断に合理性があるという根拠づけを何らかの形でできたほうが事業をや

っていく上ではありがたいなと感じます。 

 以上です。 

【山野目部会長】  ありがとうございます。 

 久元委員代理鳥居副市長の今のご発言の受けとめを申し上げますけれども、定刻が来て

おりますから、議事進行についてご相談があります。小山委員と茅野委員からも、大事な

審議ですからご発言をいただきたいと考えます。お二人のご発言をいただき、そして事務

局から所要の説明をいただくという限度で延長させていただきたいと考えます。恐れ入り

ますが、ご用務のおありの委員は、もちろん当然のことですけれども無理にお引きとめは

しませんが、会議としてはその限度で延ばすということをお許し賜りますようお願いいた

します。よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山野目部会長】  ありがとうございます。 

 今、久元委員代理の方からご指摘をいただきました不在者財産管理の問題は、資料４に

関連して法務省から法律案の中に特例を盛り込む方向の説明がされているところでありま

して、引き続き久元委員におかれまして、法務省の検討の様子を見守っていただければ、

またご意見をいただければありがたいと感じます。 

 それから賃料の価格の問題や、後でそのことが争いになったときの問題は、プロセスの

ことに関連して三原委員、価格判定の問題に関連して奥田委員からもご指摘をいただいて

いるところでありまして、引き続き事務局のほうでここを検討していただけるものと考え

ます。 

 外国人の話は、資料６のご説明をしてもらった用地対策のほうで今後どうしていくかを

お考えいただければと考えます。これは結構、実務的には深刻な問題でして、ケネディの

イが大きく書いてあるか、小さく書いてあるかで別人だったり、同じだったりする面倒く

ささがあるのですよね。ああいうものと実務が格闘しているところを今後お考えいただき

たいというご指摘だったと思います。 

 ありがとうございます。 

 茅野委員、お願いします。 

【茅野委員】  茅野でございます。本日ご説明いただいたお話については、私も賛同い
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たします。今回、所有者探索の円滑化と利活用の促進という意味におきまして、小さな一

歩かもしれませんが、非常に大きな一歩になると思っております。今後スピード感を持っ

てこれを進めていくことは非常に意義深いと考えております。 

 まず、所有者探索の円滑化の仕組みということで、もう皆さんから出ているとおりです

けれども、資料６の３ページに記載いただいておりますとおり、国・地方公共団体におい

ても、非常にアクセスに時間と労力がかかっている状況かと思います。まず国・地方公共

団体においても、インフラ事業者の保有情報を含めてアクセスできるような仕組みを整え

ることは非常に大事になってくると思います。 

 それからもう一つ、民間の立場から話をさせていただきますと、前回も申し上げました

が、この所有者探索のハードルが本当に厳しい状況にございます。当然ルールもあります

し、昨今の個人情報の保護や、役所の中での情報の共有など、非常にハードルがあるとは

思いますが、是非、所有者探索が円滑にできる方向での検討をお願いしたいと思います。

資料６の３ページに記載の「これらの情報を民間に提供することは有益と考えられるが、

提供にあたっては、関係法令の目的等との関係性や個人情報保護への配慮等について、別

途、検討が必要」については、そのとおりかと思いますが、繰り返しになりますけれども、

できない理由を並べることなく、できる方向で是非、手続を進めていただきたいと思いま

す。 

 それからもう１点、利活用に関してですが、民間は、例えば公開空地、広場上空地、あ

るいは歩道上空地等でいろいろなイベントを行ったり、いわゆるオープンカフェのような

ものを行ったりと、多くのノウハウを持っていると思います。民間企業という意味だけで

はなくて、例えば一般社団法人、あるいはＮＰＯ法人などが、そうした形で利活用できる

ところまで持っていければ、そういったノウハウを活かした協力ができるのではないかと

思っております。 

 最後にもう１点申しますと、にわか勉強ですけれども、アメリカなどではランドバンク

などの仕組みもあるようです。少しそういった受け皿や機構といったことも、次の検討か

もしれませんが、取り組んでいく必要があるのではないかと思っています。 

 以上でございます。 

【山野目部会長】  ありがとうございます。 

 いずれも重要な点であると感じます。情報の取扱いの問題は空き家の例がありますから、

法制上、あれを参考にして進めていくことになると予想しますが、ご指摘を参考にさせて
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いただかなければいけないと感じます。 

 小山委員、ご発言をお願いしてよろしいですか。 

【小山委員】  ありがとうございます。もう時間もありませんので、簡潔にですが、資

料５、資料６で今回ご提示いただいたものの総論的な考え方、全般的な考え方、これにつ

いては大変合理的な考えではないかと思っております。また、特に資料５につきまして、

財産権に対する制限や収用という、場合によっては憲法問題も発生しかねないものだと思

いますが、それについてもそれなりに配慮がされている案だと思います。といいますのは

憲法、要するに財産権を保障していると同時に収用について定めているわけですけれども、

やはり収用というのは財産権に対する非常に強い侵害なわけですね。その場合には、やは

り実体的にも強い公益性、公共性が要求されるし、また手続的にもそれなりに慎重な手続

が必要だと。それについて、収用であっても一定の場合には、その手続を簡素化できるで

あろうというのが２ページ目のご提案ですか。３ページ目のほうは、これは要するに従来

型の収用には当たらない、それとは別の違った利用の可能性を探るというところだと思い

ますので、これについては実体的な要件のほうも軽くしてもいいというのは、理にかなっ

た話だと感じております。 

 あとも何か、私は憲法で雑駁な学問ですので、今日いろいろ出てきた具体的な問題のご

指摘ですね、そういったところは少しまた考えなければいけないと思っていますが、全体

としてはそういうことだと思います。 

 あと資料６については、やはりそれまで各官庁間の情報が共有されなかったということ

には、相応の理由があって、逆に野放図に共有すると、憲法１３条のプライバシーに対す

る違反という、逆に違憲問題になってくると思うのですね。ですから今後も、共有は原則

できない、ただし、法令等で明確に定めた場合に、その目的あるいは必要性の範囲では共

有できると、そういった原則と例外の関係には立った上で、ただ、十分に活用できるよう

な形で法整備をしていく必要があるのかなと感じております。 

 以上です。 

【山野目部会長】  憲法学には雑駁な議論もないわけでもありませんが、しかし小山委

員はそういう雑駁な議論をなさらない代表格でいらっしゃいますから、引き続きご教示を

いただきたいと望みます。ご指摘があったように、お話は既に２９条の３項の範囲を超え

ていて、２９条の全体の財産権の概念をどう受けとめるかという次元に発展してきている

と感じますから、引き続きご教示をいただければありがたいと考えます。 
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 ここまでに出された質問に対して、事務局のほうから現段階での所見をご案内ください。 

【企画課企画専門官】  松尾委員から、所有者不明であることと反対者がいないことは

イコールなのかという話がございました。これは、吉原委員からいただいた１０人の共有

者がいて２人が不明である場合というところと関連いたしますが、我々としては１０人共

有者がいて２名が不明であるという場合も、この制度の対象に入れて解決をしていきたい

と思っております。収用適格事業になるようなものであれば、１０名のうち２名不明者が

いる分について、その不明裁決を行うと、その手続について簡素化するということをした

いと考えておりますし、公共的利用につきましては、不明の２人の方に関して手続をとっ

た上で、その土地を利用できるようにしたいと考えております。 

 また、氏名、所在はわかっているが、沈黙して回答がないような方についてはどうなの

かということがあったかと思います。これは、はっきりといることがわかっていて、ただ、

回答してくれないということであれば、それは賛成いただけていないということなのかも

しれませんが、ただ、所有者不明であることについては、氏名は不明であるということの

ほかに所在が不明であるということも含まれますので、住民票上は亡くなっていなくて、

住所はここにありそうだと。ただ、何回行っても会うことはできないし、確認がとれない

というような場合には不明であるというふうに整理をすることもあり得るのかなと考えて

おります。いずれにせよ「不明者」や「過失なくして探索をする」ということ、また最初、

中川委員のほうから価値がない建物がある場合はどうなのかなど、いろいろなところで要

件が不明確になってしまいますと、この新制度も結局使いにくくなってしまいますので、

そうならないように、手続や要件を明確化するということは制度構築に当たってしっかり

検討してまいりたいと考えております。 

 永沢委員のほうから、なぜ行政内部で情報共有ができないのかという話がございました。

小山委員からもご説明いただきましたとおり、それぞれ行政目的に応じて行政機関のほう

は個人情報を取得しておりますので、個人情報保護法に基づき、基本的には目的外の利用

はできないというのが原則ということになってございます。ただ、前回ワーキンググルー

プで宇賀委員からもご指摘をいただいており、個人法制上は国・地方公共団体等が法令に

基づく事務に使う場合において、必要最小限の目的外利用というものは許容されていると

いうことがございますので、今回におきましては、そういう法令上の根拠というのを書い

た上で、ある程度、目的外利用ができるようにできないか。ただ、その範囲というのは当

然、必要最小限度、あくまで必要な範囲で目的を絞って利用するということで考えていき
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たいと思っております。 

 以上になります。 

【山野目部会長】  お尋ねいただいた委員の皆様方、もしご不明の点が残る場合には、

今日、定刻が過ぎておりますから、事務局へまた何なりとお問い合わせをいただければ、

とお願いします。 

 委員の皆様方におかれましては、不手際により定刻を過ぎた進行になりましたところを

ご協力をいただきまして、御礼を申し上げます。また、新聞報道の方はもちろん、多数の

一般の傍聴の方々もご関心を払っていただきまして、まことにありがとうございます。次

回、中間取りまとめになります。引き続き関心を払っていただき、さまざまなご教示をい

ただきたいと望みます。 

 議題の（２）についての内容の審議を了しました。事務局のほうでご進行くださるよう

にお願いいたします。 

【企画課企画専門官】  山野目部会長、ありがとうございました。また委員の皆様方に

おかれましては、ほんとうに長時間の審議、ありがとうございました。それでは、これを

もちまして、第２回国土審議会土地政策分科会特別部会を終了いたします。 

 次回の第３回特別部会につきましては、１２月５日火曜日１５時から開催をしたいと思

っております。詳細につきましては、追ってご連絡させていただきますのでよろしくお願

いいたします。 

 なお、本日お配りした資料につきましては、お席に置いていただければ、後ほど事務局

よりお送りいたします。 

 本日は、熱心なご議論をいただきまことにありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


